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自己株式の公開買付けの結果及び取得終了 

並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、2024 年７月 12 日開催の取締役会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を

含みます。以下「会社法」といいます。）第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条

第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開

買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議し、2024 年７月 16 日より本公開買付けを

実施しておりましたが、本公開買付けが 2024 年８月 13 日をもって終了いたしましたので、その結果につ

いて下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本公開買付けの終了をもって、2024 年７月 12 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は

終了いたしました。 

また、本公開買付けにより、2024 年９月４日（本公開買付けの決済の開始日）をもって当社の主要株主

及びその他の関係会社に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地 
ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木 203 番地１ 

 

（２）買付け等をする上場株券等の種類 
普通株式 

 

（３）買付け等の期間 
① 買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 

2024 年７月 16 日（火曜日）から 2024 年８月 13 日（火曜日）まで（20 営業日） 

 

② 公開買付開始公告日  

2024 年７月 16 日（火曜日） 

 

（４）買付け等の価格 
普通株式１株につき、金 1,944 円 
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（５）決済の方法 
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

 

② 決済の開始日 

2024 年９月４日（水曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募し

た株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下

「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、

現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額（注）を差し引いた金額を応募株主

等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代

理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開

買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。 

 

（注）本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について（※） 

（イ）個人株主の場合 

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本

金等の額（連結法人の場合は連結個別資本金等の額）のうち交付の基因となった株式に対応

する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額（以下「みなし配当の金額」といい

ます。）は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受ける金銭の額からみなし配

当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。 

なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所

得等に係る収入金額となります。 

みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の 20.315％（所得税及び「東日本大

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成 23 年法律第 117 号。その後の改正を含みます。）に基づく復興特別所得税（以下「復興

特別所得税」といいます。）：15.315％、住民税：５％）に相当する金額が源泉徴収されま

す（非居住者については、住民税は徴収されません。）。ただし、個人株主が租税特別措置

法施行令（昭和 32 年政令第 43 号。その後の改正を含みます。）第４条の６の２第 38 項に

規定する大口株主等に該当する場合は、20.42％（所得税及び復興特別所得税のみ）を乗じ

た金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取

得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります（国内に恒久的施設

を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。）。なお、租税特

別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。）第 37 条の 14（非課税口座

内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）に規定する非課税口座の株式等について本

公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ

証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課

税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等にお

いて開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。 

 

（ロ）法人株主の場合 

みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315％（所

得税及び復興特別所得税）を乗じた金額が源泉徴収されます（みなし配当の金額の支払いに

係る基準日において、公開買付者の発行済株式（自己株式を除きます。）の総数の３分の１

超を直接に保有する法人株主（国内に本店又は主たる事務所を有する法人（内国法人）に限

ります。）については、源泉徴収の対象となりません。）。また、交付を受ける金銭の額の

うち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。 
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（※）税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自

身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

 

２．買付け等の結果 

（１）買付け等を行った株券等の数 

本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数

（2,303,974 株）を超えなかったため、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 応募数 買付数 

普通株式 2,303,974 株 ― 株 1,755,000 株 1,755,000 株 

 

（２）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

３．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

ジャパンフーズ株式会社  千葉県長生郡長柄町皿木 203 番地１ 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号 

 

 

Ⅱ．自己株式の取得終了について 

１．取得の内容 

（１）取得した株式の種類 

普通株式 

 

（２）取得した株式の総数 
1,755,000 株 

（注）発行済株式総数に対する割合 34.41％（小数点以下第三位を四捨五入） 

 

（３）株式の取得価額の総額 
3,411,720,000 円 

（注）上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸費用は含まれておりません。 

 

（４）取得した期間 
2024 年７月 16 日（火曜日）から 2024 年８月 13 日（火曜日）まで 

 

（５）取得方法 
公開買付けの方法による 

 

なお、本公開買付けの終了をもって、2024 年７月 12 日開催の取締役会の決議による会社法第 165

条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づく自己

株式の取得は終了いたしました。 

 

（ご参考） 

自己株式の取得に関する 2024 年７月 12 日開催の取締役会における決議内容 

（１）取得する株式の種類 
普通株式 
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（２）取得する株式の総数 
2,303,974 株（上限） 

（注）発行済株式総数に対する割合 45.18％（小数点以下第三位を四捨五入） 

 

（３）株式の取得価額の総額  
4,478,925,456 円（上限） 

 

（４）取得する期間 
2024 年７月 16 日（火曜日）から 2024 年９月 30 日（月曜日）まで 

 

 

Ⅲ．主要株主及びその他の関係会社の異動について 

１．異動予定年月日 

2024 年９月４日（本公開買付けの決済の開始日） 

 

２．異動が生じる経緯 

当社は、2024 年７月 16 日から 2024 年８月 13 日までを公開買付期間とする本公開買付けを実施して

おりましたが、本公開買付けが 2024 年８月 13 日をもって終了いたしました。 

本公開買付けにおいて、当社の主要株主及びその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社（以下「伊

藤忠商事」といいます。）よりその所有する当社の普通株式（以下「当社株式」といいます）の全て

（1,745,000 株）及び伊藤忠商事の完全子会社である伊藤忠食糧株式会社（以下「伊藤忠食糧」といい

ます。）が所有する当社株式（10,000 株）の全ての合計 1,755,000 株の応募があり、本公開買付けの結

果、当社は、伊藤忠商事及び伊藤忠食糧の応募株式の全てを取得することとなりました。 

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、本公開買付けの決済の開始日である 2024 年９

月４日付で、伊藤忠商事は当社の主要株主及びその他の関係会社に該当しないこととなります。 

 

３．異動する株主の概要 

主要株主及びその他の関係会社に該当しないこととなる株主の概要 

① 名 称 伊藤忠商事株式会社 

② 所 在 地 東京都港区北青山二丁目５番１号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 CEO 岡藤正広 

④ 事 業 内 容 総合商社 

⑤ 資 本 金 253,448 百万円（2024 年３月 31 日現在） 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

伊藤忠商事 

 属性 
議決権の数（総株主の議決権の数に対する割合、所有株式数） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

主要株主及

びその他の

関係会社 

17,450 個 

（36.19％） 

（1,745,000 株） 

100 個 

（0.21％） 

（10,000 株） 

17,550 個 

（36.40％） 

（1,755,000 株） 

第２位 

異動後 － － － － － 

（注）異動前の「総株主の議決権の数に対する割合」は、当社が 2024 年８月２日に公表した「2025
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年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の 2024 年６月 30 日現在の発行

済株式総数（5,100,000 株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（277,946 株）を控

除した株式数（4,822,054 株）に係る議決権の数（48,220 個）を基準として算出しており、

小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

５．今後の見通し 

当社が 2024 年７月 12 日に公表した「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」

（以下「当社公開買付開始プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、JAF ホールディングス株式

会社（以下「JAF ホールディングス」といいます。）は、当社を JAF ホールディングスの完全子会社とす

る方針であり、JAF ホールディングスによる当社株式に対する公開買付け及び当社による本公開買付け

により当社株式の全て（ただし、JAF ホールディングスが所有する当社株式及び当社が所有する自己株

式を除きます。）を取得することができなかったことから、今後、当社公開買付開始プレスリリースの

「１．買付け等の目的」の「（６）本両公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する

事項）」に記載の一連の手続により、当社の株主を JAF ホールディングスのみとすることを予定してい

るとのことです。 

その結果、当社株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止となった後は、当社株式を東京証券

取引所において取引することができなくなります。 

今後の具体的な手続及び実施時期等については、JAF ホールディングスと協議のうえ、決定次第速や

かに公表いたします。 

 

以 上 
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